
運賃改定のお知らせ
　平素はタクシーをご利用いただき、ありがとうございます。

　この度、運賃料金の改正に伴い下記のとおり運賃及び料金の適用を実施させていただきます。

　つきましては、北九州交通圏（北九州市・中間市・遠賀郡）のタクシーは 令和7年７月２２日（火）より新運賃で運行させていただ

　くこととなりましたので、お知らせ致します。

　　私どもは、今後とも安全輸送とサービスの向上に努力してまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

新　運　賃　表
令和7年7月22日　九州運輸局長認可

車 種 距 離 運 賃

円

大 型 車 最初の１,６００メートルまで ９７０ 円
距

離

制

運

賃

初 乗 運 賃

特 定 大 型 車 最初の１,６００メートルまで １,０４０

普 通 車 最初の１,０９４メートルまで ７００ 円

加 算 運 賃

特 定 大 型 車 １９３メートルまでを増すごとに ９０ 円

大 型 車 １９１メートルまでを増すごとに ９０ 円

普 通 車 ２５３メートルまでを増すごとに ８０ 円

時 間 距 離

併 用 運 賃

車 種 限 界 速 度 運 賃

特 定 大 型 車
 時速１０キロメートル以

下の

 運行時間について

１分１０秒ごとに ９０ 円

大 型 車 １分１０秒ごとに ９０ 円

普 通 車 １分３５秒ごとに ８０ 円

待 料 金

車 種 時 間 運 賃

特 定 大 型 車 １分１０秒ごとに ９０ 円

大 型 車 １分１０秒ごとに ９０ 円

普 通 車 １分３５秒ごとに ８０ 円

時 間 制 運 賃

車 種 時 間 運 賃

特 定 大 型 車 ３０分までごとに ３,９００ 円

大 型 車 ３０分までごとに ３,６３０ 円

普 通 車 ３０分までごとに ２,５７０ 円

令 和 7 年 7 月 22 日 （ 一 社 ） 北 九 州 タ ク シ ー 協 会 TEL:( ０ ９ ３ ) ５ ５ １ － ６ ７ ８ ４

深 夜 早 朝 割 増 　　　　　　　　２２時から５時まで・・・・・・２割増

身 体 障 が い 者 等 割 引 運 賃

　　　　　　　（１）身体障がい者割引・・・・・１割引

　　　　　　　（２）知的障がい者割引・・・・・１割引

　　　　　　　（３）精神障がい者割引・・・・・１割引

遠 距 離 割 引

特定大型車は１５,０００円を超える部分につき・・・・・１割引

大型車・普通車は９,０００円を超える部分につき・・・・・１割引

迎 車 回 送 料 金

　　　　迎車回送距離が２キロメートルを超える場合は発車地点から

　　　　２キロメートルの地点を距離制運賃の起算点とする。

　　　　ただし、２キロメートル未満の回送料は収受しない。


